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令和４年度 第１回 稲沢市廃棄物減量等推進審議会 議事録 

 

日 時 令和４年６月２９日（水）      

午後３時５０分～４時３０分  

場 所 環境センター２階 大会議室    

 

出席委員 足立 三千夫、岩田 知子、内田 英伸、吉川 永浩、小久保 規与子、林 茂夫、 

桑山 桂子、月村 正、山森 尚代 

欠席委員    渡辺 和彦 

事務局  足立経済環境部長、別府資源対策課長、川口主幹、大平主幹、山田主任、野村主任 

オブザーバー  森田経済環境部次長（環境保全課長）、吉川環境施設課長、 

 

＜午後３時５０分＞ ●開会 

課長    ただ今から令和４年度第１回稲沢市廃棄物減量等推進審議会を始めさせていただきます。 

      本日は、ご多忙のところ当審議会にご出席賜り、誠にありがとうございます。会議の開

催に先立ちまして、この場をお借りして一言ごあいさつ申し上げます。私、この４月の人

事異動によりまして、資源対策課長を拝命いたしました別府正弘と申します。何かと不慣

れな点があるかと存じますが、委員の皆さまにはどうか１年間よろしくお願いいたします。 

      それでは会議に入ります前に、本日は委員の改選として、稲沢市まちづくり連絡協議会

の役員に異動があったことから、これまで委員をお願いしていました吉田策男（ヨシダ サ

クオ）様に替わり、吉川永浩（ヨシカワ ヒサヒロ）様を、新たに委員として選任させて

いただいています。皆さまにお知らせするとともに、本来であれば辞令を直接お渡しする

べきですが、新型コロナウィルス感染拡大予防の観点から、少しでも密を避けるというこ

とで、今回は机の上に置かせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

課長    続きまして、経済環境部長の足立和繁から、ごあいさつ申しあげます。 

 

部長    （あいさつ） 

 

課長    それではこの審議会を始めるにあたり、本日は１０名の委員のうち、９名の出席をいた

だいており、稲沢市廃棄物減量等推進審議会条例第６条第３項の規定により、委員の過半

数の出席がありますので、本会議が成立することを報告いたします。ここからの議事の進

行は、稲沢市廃棄物減量等推進審議会条例第５条第３項の規定により、会長の足立様にお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

会長    （あいさつ） 

 

＜午後３時５３分＞ ●議題１「令和４年度の審議内容及び開催日程について」 
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会長    それでは議題１「令和４年度の審議内容及び開催日程について」を議題とします。事務

局から説明をお願いします。 

 

事務局  ＜説明＞ 

 

会長    説明が終わりました。委員の皆さまのご意見はございませんか。 

 

     ＜質疑なし＞ 

 

＜午後４時００分＞ ●議題２「令和３年度のごみの概要について」 

会長    次に、議題２「令和３年度のごみの概要について」に移ります。事務局から説明をお願

いします。説明の際は、項目ごとに区切って説明してください。 

 

事務局  ＜説明＞ 

 

会長    説明が終わりました。全体を通して、委員の皆さまのご意見はございませんか。 

 

内田委員  紙パックの中に内包されているアルミ箔などは可燃ごみとして処理するということを伺

いました。資料２「稲沢市のごみの概要」５ページに記載されている施設処理資源化の破

砕処理施設回収（アルミ類）について、７ページでは環境センターでのごみ処理の過程で

不燃ごみは破砕処理して金属類を取り出すと記載されていますが、可燃ごみからは処理の

過程でアルミ箔などを回収することは難しいですか。 

 

事務局   施設から回収されるアルミについては金属の塊であり、紙パックに内包されているアル

ミ箔のようなものについては、焼却の過程で燃えてしまうので、回収はされません。 

      また、可燃ごみから金属の回収はしておらず、焼却後はセメント化・焙焼・最終処分（埋

立て）となります。不燃ごみについては、処理の過程で金属類の回収はありますが、機械

を通しても紙パックに内包されているアルミ箔は分離処理ができないので、焼却すること

になります。 

 

会長    資料２「稲沢市のごみの概要」９ページで「家庭系ごみの１人１日当たりの量」と「リ

サイクル率」を自治体で比較して説明していますが、「リサイクル率」については、数字を

どのように考えればよろしいですか。 

 

事務局   リサイクル率については、同規模の自治体で比べますと、少し順位が下がっております。

上位の自治体は、回収した剪定枝をチップ化するなどの取組をしています。上位の自治体

に比べると、稲沢市では回収した剪定枝を焼却処分または市外の処理施設に搬入して処分

をしているため、リサイクル率が下がります。今後はそういった差を少しでも縮められる
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よう取組を進めてまいりたいと考えております。 

 

＜午後４時１５分＞ ●議題３「第１０期分別収集計画について」 

      次に、議題３「第１０期分別収集計画について」に移ります。事務局から説明をお願 

いします。 

 

事務局  ＜説明＞ 

 

会長    説明が終わりました。全体を通して、委員の皆さまのご意見はございませんか。 

 

     ＜質疑なし＞ 

 

＜午後４時２０分＞ ●議題４「その他」 

会長    次に、議題４「その他」ですが、事務局から報告はありますか。 

 

事務局   ＜１点目「フードドライブ」について＞ 

 

会長    説明が終わりました。全体を通して、委員の皆さまのご意見はございませんか。 

 

会長    資料４「フードドライブ実施報告」の年度別比較について、過去５年間の中でも令和３

年１０月の総重量が非常に高くなっているのはなぜですか。 

 

事務局    令和３年１０月の２，５０３㎏は想像を上回る量でした。それまでは、令和３年４月の

８４５㎏が最大でしたが、その３倍となって我々も驚きました。大きな理由としましては、

秋は米の収穫時期であり、古米となってしまった大量の玄米を寄附してくださった方がい

ます。そのような方がいますと重量的には一気に跳ね上がります。また、秋の開催を変更

することは考えておらず、今年度も１０月の開催が決定しております。今後は、これ以上

増えた場合に運搬をどうしていくのかが課題です。 

 

事務局   ＜２点目「子ども用品リユース事業」について＞ 

 

会長   説明が終わりました。全体を通して、委員の皆さまのご意見はございませんか。 

 

会長    特にご意見も無いようでしたら、以上で本日の会議は終了させていただきます。 

     皆様の御協力ありがとうございました。 

 

＜午後４時３０分＞ ●閉会 


